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「施設のケアマネジメント」の目的

⑴ 常勤

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時
間数（32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）に達していることをいいます。

※ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第１項に規定
する所定労働時間の短縮措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制
が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として
取り扱うことを可能とされています。

○ 同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同
時並行的 に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時
間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであるこ
ととします。

・「その人らしい自立」の自立の実現

・利用者本位で過不足のないケアサービスの提供

・「利用者の尊厳を支えるアドボカシー（代弁）の役割」

・チームアプローチによる切れ目のないケア

・安全なサービス提供とリスク予防

・地域や居宅介護等との連携 



4

「施設のケアマネジメント」の流れ
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「施設のケアマネジメント」の開始

⑴ 常勤

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時
間数（32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）に達していることをいいます。

※ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第１項に規定
する所定労働時間の短縮措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制
が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として
取り扱うことを可能とされています。

○ 同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同
時並行的 に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時
間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであるこ
ととします。

チェックポイント

①  丁寧な対応で利用者や家族に対して安心感を与えているか。
➁  施設の位置付けや機能について説明し、入所（入院）の目的と合ってい

るかどうかを確認しているか。
③  施設での入所（入院）生活に伴う環境変化について説明しているか。
④  受け入れ準備をするために必要な体制や情報は整理されているか。
⑤  ケアスタッフ等との協働作業で進めているか。
➅  個人情報の取り扱いについて説明しているか。
➆  終末期をどのように迎えるか本人・家族の意向を確認しているか。
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1 総合的な計画の作成

計画担当介護支援専門員は、計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、
当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて計画上に位置付けるよう努めな
ければならない。

計画は、入所者の日常生活全般を支援する観点に立って作成されることが重要である。このため、
計画の作成又は変更に当たっては、入所者の希望や課題分析の結果に基づき、介護給付等対象サービ
ス以外の、当該地域の住民による入所者の話し相手、会食などの自発的な活動によるサービス等も含
めて計画に位置づけることにより、総合的な計画となるよう努めなければならない。

●運営指導● 助言事項

訪問理美容等のインフォーマルサービス（家族や友人、ボランティア等による非公的な支援）につ
いても計画に位置付け、全体としてどのようなサービス体制が組まれているかを明らかにするよう努
めてください。
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２ 課題分析の実施

計画担当介護支援専門員は、計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、その
有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所
者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければなら
ない。

計画は、個々の入所者の特性に応じて作成されることが重要である。このため計画担当介護支援専
門員は、計画の作成に先立ち入所者の課題分析を行わなければならない。課題分析とは、入所者の有
する日常生活上の能力や入所者を取り巻く環境等の評価を通じて入所者が生活の質を維持・向上させ
ていく上で生じている問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支
援する上で解決すべき課題を把握することであり、入所者の課題を客観的に抽出するための手法とし
て合理的なものと認められる適切な方法を用いなければならないものである。
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３ 課題分析における留意点

計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」とい
う。）に当たっては、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、計
画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なけれ
ばならない。

４ 計画原案の作成

計画担当介護支援専門員は、計画が入所者の生活の質に直接影響する重要なものであることを十分
に認識し、計画原案を作成しなければならない。したがって、計画原案は、入所者の希望及び入所者
についてのアセスメントの結果による専門的見地に基づき、入所者の家族の希望を勘案した上で、実
現可能なものとする必要がある。

また、当該計画原案には、入所者及びその家族の生活に対する意向及び総合的な援助の方針並びに
生活全般の解決すべき課題に加え、各種サービス（機能訓練、看護、介護、食事等）に係る目標を具
体的に設定し記載する必要がある。さらに提供される施設サービスについて、その長期的な目標及び
それを達成するための短期的な目標並びにそれらの達成時期等を明確に盛り込み、当該達成時期には
計画及び提供したサービスの評価を行い得るようにすることが重要である。なお、ここでいう施設
サービスの内容には、当該施設の行事及び日課等も含むものである。
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●運営指導● 指摘事項

要介護更新認定は、通常、更新前の認定有効期間の満了日の翌日から更新後の認定有効期間の初日
が始まることから、利用者の都合等の特段の理由がない限り、更新日までに施設サービス計画を作成
し、当該計画の説明及び同意を得ること。

●運営指導● 助言事項

施設サービス計画の期間については、認定有効期間を考慮した上で、長期目標（生活全般の解決す
べき課題に対応した目標）及び短期目標（長期目標の達成のために踏むべき段階として設定する目
標）の期間を設定してください。

なお、サービス内容については、短期目標の達成に必要なサービスの内容と方針を記載することか
ら、サービス内容の期間は、短期目標と同じ期間になることに留意してください。

●運営指導● 助言事項

区分変更申請時の暫定ケアプランについて、認定結果が出たあとに日付を溯って施設サービス計画
を作成するのではなく、認定結果が出た後にサービス内容を変更する必要がない場合には、利用者又
はその家族に説明し、暫定ケアプランを本プランに移行してください。また、認定結果が出た後に改
めて施設サービス計画を作成する際には日付を溯ることのないように留意してください。
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●運営指導● 助言事項

区分変更申請については、認定の有効期間内に利用者の心身の状態が悪化・重度化する等により、
介護の必要性が現に認定されている要介護状態区分に該当しなくなったときに市に申請を行いますが、
サービス提供の内容が申請前と変わらず、利用者の費用負担のみが増加することも考えられることか
ら、利用者又はその家族に対して、区分変更申請を行う前に十分に説明を行ってください。

●運営指導● 助言事項

服薬介助や服薬の確認等については、サービス提供にあたることから、施設サービス計画に必要な
支援を必ず位置付けてください。
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５ サービス担当者会議等による専門的意見の聴取

計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議（入所者に対する施設サービスの提供に当たる他の
担当者（以下「担当者」という。）を招集して行う会議をいう。以下同じ。）の開催、担当者に対する
照会等により、当該計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものと
する。

サービス担当者会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又
はその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なけ
ればならない。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医
療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シ
ステムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
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６ 計画原案の説明及び同意

計画作成担当者は、計画を作成した際には、施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。

❏❏ 利用者の同意について ❏❏

利用者及び事業者双方の保護のために、計画書の書面に「説明及び同意を得た日」と「利用者本人の
署名（代筆の場合は、代筆者の署名を合わせて記載。）」を記載し、記録として保存しておくことで、
利用者の同意を得たことの証明になります。

施設サービス計画の作成にあたっては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロ
セスに関するガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）等を参考にしつつ、本人の意思を尊重
した医療・ケアが実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努める
こと。
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７ 計画の交付

計画担当介護支援専門員は、計画を作成した際には、当該計画を入所者に交付しなければならない。

８ 計画の実施状況等の把握及び評価等

計画担当介護支援専門員は、計画の作成後、計画の実施状況の把握（入所者についての継続的なアセ
スメントを含む。）を行い、必要に応じて計画の変更を行うものとする。

９ モニタリングの実施

計画担当介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡
を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

① 定期的に入所者に面接すること。

② 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
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計画の作成後のモニタリングについては、定期的に入所者と面接して行う必要がある。また、モニタリ
ングの結果についても定期的に記録することが必要である。「定期的に」の頻度については、入所者の心
身の状況等に応じて適切に判断するものとする。また、特段の事情とは、入所者の事情により、入所者に
面接することができない場合を主として指すものであり、計画担当介護支援専門員に起因する事情は含ま
れない。

なお、当該特段の事情がある場合については、その具体的な内容を記録しておくことが必要である。

●運営指導● 指摘事項
施設サービス計画の作成後においても、施設サービス計画の実施状況の把握（モニタリング）を行い、必
要に応じて施設サービス計画を変更すること。

10 計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議等による専門的意見の聴取

計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する
照会等により、計画の変更の必要性について、担当者から専門的な見地からの意見を求めるものとする。

① 入所者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合

② 入所者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
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サービス担当者会議の要点又は担当者への照会内容については記録すること。また、担当者からの意見
により、計画の変更の必要がない場合においても同様である。

11 計画の変更

１から７までの規定は、８に規定する計画の変更について準用する。

計画担当介護支援専門員は、計画を変更する際には、原則として、基準に規定された計画作成に当たっ
ての一連の業務を行うことが必要である。なお、入所者の希望による軽微な変更を行う場合には、この必
要はないものとする。

ただし、この場合においても、計画担当介護支援専門員が、入所者の解決すべき課題の変化に留意する
ことが重要である。
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